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本日の議論
 9月14日に容量市場の約定結果を電力広域機関が公表し、その直後の9月17日の本部会に
おいて、本結果についてご議論をいただいたところ。そこでのご指摘を踏まえて、今回、これまでの
検討や対応を整理した。

 本日はそれらを踏まえつつ、あらためて、今回の約定結果をどのように評価し、今後の制度設計
をしていくかについて、ご議論いただきたい。
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需給が厳しい時に稼働させる
ピーク電源等

需給状況に応じて
稼働させるミドル電源等

必ず稼働させるベースロード電源等



今回のオークション結果の背景（構造的要因）
 約定価格 ：14,137円/kW（入札上限）
 経過措置価格： 8,199円/kW

※経過措置：2010年度以前に建設された電源（約8割）の受取額は、約定価格の58%と設定
 総平均価格 ： 9,534円/kW

（参考：欧米各国の価格水準）
 イギリス：1,000～3,000円/kW/年、 アメリカ（PJM）：3,000～7,000円/kW/年
 フランス：1,000～2,000円/kW/年

➡ 背景に、日本全体で４年後に確実に稼働できる供給力の不足（※落札率97％）
（考えられる要因（例））
・需給ひっ迫時に備えた経年火力の存在
・先行き不透明な中での火力の新設投資の見送り
・経年火力の維持管理における高コスト構造
・市場における競争圧力の弱さ
・卸電力市場価格の下落

今後、エネルギー基本計画の見直しの議論にあわせ、
電力・ガス基本政策小委員会等において議論
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１．前回の本部会での主なご意見について

２．前回の指摘に対するこれまでの検討や対応

３．非効率石炭のフェードアウトに向けた検討
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 制度設計そのものを根本から揺るがすようなルール改正を同時並行的に行うよりは、結果の詳細検証を
行い、市場の目的の視点に立った上で必要な改正措置の優先度を見極めていくことが重要。

 投資回収の予見可能性を確保することで供給力を確保するという容量市場の目的にかなう中でのコス
ト最小化という観点を含めて、今回出てきた課題については真摯に検討に取り組むべき。

 結果を見てルールを変えるということについても一定の慎重さが必要。
 事業を進めていく上で将来の予見性が極めて重要で、市場からのシグナルが適切に得られるということが
極めて重要。検証に当たっても、今後、容量市場の導入の狙いが正しく達成されることが非常に重要
だと思うので、そういった観点、視点での検討、検証をお願いしたい。

 初回オークションの結果だけで十分な検証が得られるかという難しい部分もある。これまでの議論の中で
も、容量市場の包括的な検証は十分な回数のオークションを実施し、容量受渡しの行われる2025年度
までを目途に実施するとしており、明らかに見直しが必要な事項を除き、制度の安定性の観点から大き
く見直すにあたっては複数回のオークションの結果と検証を踏まえて丁寧な議論も必要。

 今回入札行動をした人たちも、来年、再来年の制度も、普通に考えると数年は同じ制度の形で続くと
いう思いを持って入札行動を取ったはず。そういうことも踏まえると、慎重に議論をし、改善すべきところで
改善できる点は改善していくべきだとは思うが、一方で、制度の安定性という部分も含めて、トータルで
この問題を慎重にこれから議論していくということが何より重要。

 改善方針については早急に検討していただいた上で、予見性の高い市場形成をお願いできれば。
 見直しの検討を来年度に向けて行うことは、来期の入札の仕組みが今年から大きく変更される可能性も
ある。果たして市場の役割である電源投資を検討する際の予見性という意味での価格シグナルが大きく
変わるようなメッセージを出して良いのか。

 これまでの検討の経緯も踏まえ、容量市場の来年度オークションに向けた検討の目的をより明確にした
上で、特に検討が必要であると考えられる項目を重点的に検討をお願いしたい。

 来年のオークションに向けて、これまでの経緯の確認や、今回の結果に係る論点の整理、必要に応じて具
体的な見直しの検討が必要になってくることは、委員の皆さんからの御指摘のとおり。

第42回制度検討作業部会における主なご意見（1/3）
 第42回作業部会（2020年9月17日開催）では、委員から大変多くのコメントをいただいた。

全体
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第42回制度検討作業部会における主なご意見（2/3）

需要曲線

 市場設計の在り方がどうかという議論をすべきだと思うが、供給信頼度の議論まで遡ってするというのは。
やはりそこの議論というのはしっかり専門的にやってきた部分もあり、そこまで立ち返ることは多分ないと。

 （落札価格の上限は）1.5倍でよかったかというのもあるが、これを変えたところで（約定価格が）上限
に張りつくことは変わらないので、ちょっとそれだけでいいかどうかは分からない。

 NetCONE1.5倍の根拠として、容量市場は新設、既設一緒の形で運営する中、上限価格1.5倍で大
体コンバインドサイクルの新設価格はある程度回収できるという、合理性と全体のバランス感を持って決
めた項目もある。

 災害対応の電源を含むが、通常全く稼働しない電源の維持費を全部容量市場で取るのがよかったのか。
 需要から差引くものは、FIT電源しかない。将来閉じるかもしれない、あるいは閉じる可能性が一定程度
ある電源の全てが本当に動かなくなるというわけではないにも関わらず、一定の確率で閉じるもの全部応
札されず、供給側から減る形になっている。しかし従来はそういう類いのものも、一定程度以上のものは動
くということを前提にして、供給信頼度を見てきたことに対して、明らかに需要を過大に見積もっているとい
う可能性があり、そういうものを補正するために、広域機関で「一定程度応札はされないけれども（稼
働が）見込まれるものを控除する」というようなことを検討すべきだということを私は繰り返し、繰り返し
言ったつもり。しかし、それについては検討すると言われたけれども、結局ゼロ回答ということで今日を迎えて
しまったということになる。本当にこれでいいのかということはぜひ考えていただきたい。

供給曲線

約定価格
 多くの新電力が懸念していたことが起こり、非常に高い値段になってしまったのだというのが第一感。
 正直今回の約定価格は衝撃的。大変受け入れ難い水準。
 今回非常に高め、上限価格に近い数字が出て、若干驚きを持って受け止めた。ただ、やはり市場というこ

ともあり、高く出ることもあれば安く出ることもあるので、一概に１つの数字だけに驚くということも不適切。
 約定価格は上限の範囲内に収まっているということは、当初からいわば許容されていた範囲内に結果が
収まっていることだと考える。

 実例として挙げられた５つの点につき、計算方法を整理してガイドライン等で示すことが適当であるという
監視等委員会の考えに賛成。

 初回の実績を踏まえてさらなる合理化、精緻化は対応可能と受け止め、検討することで賛成。
 複数年度の費用計上を行った事業者に驚いたが、より厳格な算定ルールの設定を行ってほしい。

維持管理コスト
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第42回制度検討作業部会における主なご意見（3/3）

逆数入札と経過措置

同一価格の約定処理
 部分約定はしないのは合理的。しかし、同点の場合、必要量を満たし、かつ上回る部分が少なくなるよ
うに、例えばくじ引のようにランダムに決めてはどうか。

 部分約定しないという制約の下、同点になった電源のうち需要曲線をぎりぎりで満たすところで、調達容
量が最少になる電源の組合せを選び、それ以外は落選とする方法がコストを最少化させるのではないか。

 上限価格非公表なら、同じ金額で並ぶことが防げるのは確かだが、付随するトラブルを考える必要がある。
 今回のように上限価格に応札が集中して、結果として約定量が増加する事態というのは避けたほうが
いい。この課題に対応するための新たな措置についても御検討をお願いしたい。

 シングルプライスで全部取るというのがよかったかは今後考えていかなければならない。
 約定した逆数入札の電源を今回の価格で約定させて、それ以外の約定電源は、逆数入札の電源を除
いた場合のプライスとするような価格決定処理というものは、皆さんの合意の下で再考できるのでは
ないか。まずは限定的なマルチプライス方式を適用した場合、約定価格の変化を確認いただきたい。

 新たな激変緩和措置として、小売の負担増と連動した相対契約の追加値下げを促進するなど、オーク
ションをやり直さない範囲の中で、本来想定していた激変緩和措置を検討していただけないか。

 容量市場の制度の趣旨、電力価格の安定化など、毀損しないように逆数入札については改めて検討を
行うことに賛同させていただきたい。

 シングルプライスを貫くのかどうかは、一つ大きな検討課題。全体に影響するシングルプライスの約定価
格は、逆数入札をした電源の影響を受けないようにしつつ、真に必要な電源に限り維持管理に最低限
必要なコストが支払えるために、一部マルチプライスを併用する方法も有益。

 今回の結果が経過措置そのものの政策目的と逆の結果になったことを踏まえ、経過措置の在り方につい
ても検討をお願いしたい。

 常により良い仕組みの在り方を目指し、経過措置や逆数入札の在り方を再度議論するという考えは大
変結構。その場合、今回のオークションにおいて何が問題だったと見るかを明らかにするところから始めたい。
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 応札容量が期待容量を下回った要因を、もう少し詳細に精査して欲しい。
 ガイドラインに基づけば問題事例はないと整理されているが、再エネ電源等の調整係数の在り方以外にも、
リクワイヤメント、ペナルティ等の在り方を検証する必要性について、ぜひ検討をお願いしたい。

 期待容量に比較した応札容量の差が大きく、少なからず約定結果に影響しているのではないのか。

応札容量と期待容量
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需要曲線（NetCONEのコスト構成・上限価格の設定）に関する
これまでの検討
 NetCONEは、新規電源の建設および維持・運営のために容量市場に求める収益であり、コスト
構成は、発電コストWGで示された諸元をベースとしている。

 落札価格の上限は、諸外国においても、結果的にNet CONE × 1.5倍程度と設定されている
ことを参考に、我が国においてもNet CONEの1.5倍と整理したもの。

2020年9月第27回容量市場の在り方等に関する検討会資料 2018年11月第16回容量市場の在り方等に関する検討会資料
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供給曲線（再エネ電源等の調整係数）に関するこれまでの検討
 再エネ電源のkW価値は、EUE評価を行っている。EUE評価は、電源毎の特徴に配慮してkW
価値を評価するものであり、具体的には、再エネ等の自然変動型電源の最大出力に、電力広域
機関が過去実績等に基づいて算定・公表する「調整係数」を乗ずることでkW価値が算定できるも
の。これは、諸外国でも使用されている。

 なお、EUE算定による再エネ電源のkW価値は、従来の算定方法（L5評価）と比較して、全
体的に高まる傾向となっている。

2020年9月第27回容量市場の在り方等に関する検討会資料2018年9月第32回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料
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期待容量と応札容量の差異について
 登録時の期待容量と実際の応札量の差が約2,000万kW存在したことについて、電力・ガス監
視等委員会において、より詳細に合理性を確認し、問題となる事例は認められなかったとの報告
がされた。

 一方で、実需給年度において供給力として期待できる電源も少量ながら含まれており、そのような
供給力の扱いについて、入札後の事後的な処理により控除する仕組みなど、引き続き広域機関
において検討することとしてはどうか。
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